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第４章 健診の精度管理 

内部精度管理と外部精度管理の実施 

（１）基本的考え方 

 精度管理とは、健診の精度を保つため、その健診全体について適切に管理することで

ある。 

 内部精度管理とは、健診機関内で同じ測定値が得られるようにすることであり、外部

精度管理とは、健診機関間でも同じ測定値が得られるようにすることである。 

内部精度管理、外部精度管理について、健診実施者は、「健康増進事業実施者に対する

健康診査の実施等に関する指針」における精度管理に関する事項に準拠して、精度管理

を行うものとする。 

 

（２）内部精度管理 

 健診機関内では、検体の採取・輸送・保存、測定、検査結果の管理、安全、管理者の

配置等について常に管理し、検査値の精度を保証する。 

 そのためには、トレーサビリティも含めた十分な内部精度管理が定期的に行われるこ

とが必要である。 

 

※ トレーサビリティ：健診判定値について、測定の基準となる標準物質あるいは基準

となる測定方法の結果に合わせられることである。 

 

（３）外部精度管理 

 現在実施されている外部精度管理事業（日本医師会、日本臨床検査技師会、全国労働

衛生団体連合会など）を少なくとも一つは定期的に受け、検査値の精度が保証された結

果であることが必要である。 

 


